
東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領【新旧対照表】 
 

改正後 改正前 

東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領 

 
（独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例） 
第５条  (1)、(2)（略） 

(3) 別表第２第３号又は第４号に該当する有資格業者について、

独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があったとき（前２

号に掲げる場合を除く。）、それぞれ当該各号に定める短期の

２倍の期間  

(4)、(5)（略） 

 

東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領 

 
（独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例） 
第５条 (1)、(2)（略） 
(3) 別表第２第３号又は第４号に該当する有資格業者について、

独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用があったとき（前２

号に掲げる場合を除く。）、それぞれ当該各号に定める短期の

２倍の期間  

(4)、(5)（略） 

 
 
 

 


